
　今後の展開方針 注）．例年どおりの事業展開を予定している事務事業については、特段の記載をしていません。

（該当する事務事業）
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（該当する事務事業）

（該当する事務事業）

（該当する事務事業）

所　管　部 市長室、健康福祉部、消防本部

100.0%

事業の廃止・縮減

平成２５年度「めざす成果」の達成に向けた進行管理シート

３－２－１　災害に対する危機管理体制が整っている

　総合計画体系

　健康領域・基本目標 まちの健康・安全と安心が感じられるまち

　個別目標 災害への対応力を高める

　めざす成果

災害に対する危機管理体制が整っている

災害などに対して監視、情報収集を行い、適切な対応が行える体制が
整っていて、緊急用の飲料水や食糧、医薬品などが確保されていま
す。
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地域で広域避難場所が知ら
れていると思う市民の割合

「めざす成果」を達成するための施策展開（ロジックツリー）

地域防災訓練を実施して
いる自治会の割合

非常食糧の備蓄率

総合計画掲載指標① 総合計画掲載指標② 総合計画掲載指標③

【迅速で適切な対応が行えるよう、本市の防災体制を整える】
・東日本大震災の教訓を踏まえ、地域防災計画を修正し、①「自助」「共助」「公助」の取組みの強化、②
避難行動・避難生活への支援強化、③自治体・企業・団体等との連携強化、④情報の収集・提供体制の
強化、⑤災害対策組織の強化の5つ基本方針を定め、計画を進めていくこととしました。
・防災マップの改定を行い、全戸配布し、市民の防災意識の高揚を図りました。

【市民や地域の防災、災害対応力を高める】
・避難所運営委員会未設置の指定避難所へ設立準備を進め、24年度は、3箇所5校を新たに設置し、合
計8箇所10校となりました。
・総合防災訓練において、「みる訓練から体験（実践）する訓練へ」をテーマに、地域住民をはじめとした
関係団体による避難所の設置・運営などの実践的な訓練を実施することにより、「自助」「共助」「公助」の
連携が図られました。
・平成21年度に策定した「大和市災害時要援護者避難支援策」を基に、自治会・民生委員・地区社会福
祉協議会への説明会・講演会を地域ごとに44回実施しました。
・災害時要援護者支援制度の取り組み体制が整った101自治会に災害時要援護者名簿を提供しました。
・災害時要援護者支援訓練として、自主防災会主催の地域防災訓練において、簡易担架や車いすを使
用した要援護者搬送訓練を行いました。
・障害を持っている方との協働事業の一環として、地震体験車を使用した震度体験訓練を実施しました。
・市民の訓練意欲を活性化させるため、災害時の状況想定の中で身近にある物を使用した搬送訓練や
応急手当訓練を実施しました。
・小、中学校の防災教育の一環として、地震体験車による震度体験訓練と防災講話を行いました。
・東海地震想定避難者数の備蓄食糧を100％確保した他、大規模災害時における被災者のトイレ問題を
解消するために、指定避難所の防災備蓄倉庫などに124,800個の携帯トイレを購入しました。

平成２４年度までの
取り組み内容

・地域防災計画の修正内容を反映するため、自助、共助、公助の取り組みとして、備蓄の推進や
訓練の積極的な参加等、市民の防災意識の高揚を図ることが必要です。
・迅速的確な災害対応や行政サービスの提供が出来るようにするため、職員行動マニュアルの見
直しやＢＣＰ計画の策定を行い、訓練等を繰り返し実施するとともに、職員の意識改革を図る必
要があります。
・広域応援体制の確保や帰宅困難者対策として、自治体、企業、団体等と連携し、災害時応援協
定の締結、一時滞在施設の確保を積極的に推進していく必要があります。
・スタンドパイプ初期消火訓練など取り入れた実践的な総合防災訓練を実施します。
・全33箇所の指定避難所へ避難所運営委員会の設置が必要であり、設置に向けた地域の意識、立
ち上げや運営に係わる職員の業務量増加が課題となります。
・平成24年度に災害時要援護者支援制度に関する説明会を開催できなかった地域に対し、開催に
向けた取り組みを進めるとともに、住民への意識啓発なども積極的に推進していきます。
・地域防災訓練については、現在は約７割の自主防災会が実施していますが、スタンドパイプ消
火資機材の取扱訓練の追加に伴う訓練時間の配分等について、見直しを図る必要があります。
・地域防災訓練の訓練内容も画一化されていることから、訓練のマンネリ化を防止するため、訓
練内容の見直し等、地域住民が率先して参加できる訓練環境を整える必要があります。また、よ
り多くの訓練実施を促す必要がありますが、訓練の実施が週末に集中することから、訓練用資機
材と派遣職員に不足が生じることも予想され、周辺組織と連合で訓練を実施するよう働きかけて
いきます。
・地震体験車の導入により、「震度体験訓練」に人気が殺到することから、全自主防災会が平均
的に使用できるよう検討する必要があります。
・防災備蓄品については、東京湾北部地震の被害想定に基づき１００％備蓄していますが、現
在、県が新たな地震被害想定調査を行っていることから、今後見直しが必要となります。
・防災行政無線のデジタル化により、情報伝達の迅速化、多様化を図ることができますが、難聴
地域対策が課題となります。

構成事業に対する考え方
（事業の量及び実施手法）

新規事業の立案

・要援護者に関する情報の共有について、地域の協力体制の強
化を図るとともに、地域が行う個別支援計画の作成等を支援しま
す。また、平成25年度は、過去に実施した同意調査の未返信者
等に対して、再度同意調査を行います。
・一時滞在施設に帰宅困難者対策用備蓄として、飲料水、ブラン
ケット、携帯トイレを購入します。
・多くの人が集まる避難所等における応急給水が可能となるスタ
ンドパイプ給水設備の購入を検討します。

既存事業の拡充

要援護者支援対策ネットワーク事業
防災備蓄品等整備事業
非常用給水管理事業

その他見直し

地域防災訓練事業
・単独で行っている地域防災訓練を周辺組織との合同で実施す
るよう依頼します。また、各自主防災組織独自で自立した訓練が
実施できるよう指導、支援を行います。

事業の効率化

＊再掲・・・複数の「取り組み内容」に係る事業について表示しています。 

めざす成果 具体的な施策 取り組み内容 事業名 　担当課

地域防災計画管理事業 危機管理課

国民保護計画管理事業 危機管理課

緊急事案対策事業 危機管理課

災害対策本部運営事業 危機管理課

国民保護対策本部運営事業 危機管理課

防災情報システム管理事業 危機管理課

総合防災訓練運営事業 危機管理課

自主防災組織支援事業 危機管理課

総合防災訓練運営事業（再掲） 危機管理課

要援護者支援対策ネットワーク事業 健康福祉総務課

地域防災訓練事業 消防署管理課

防災備蓄品等整備事業 危機管理課

防災備蓄倉庫設置事業 危機管理課

非常用給水管理事業 危機管理課

広域避難場所誘導周知事業 危機管理課

防災情報システム管理事業（再掲） 危機管理課

防災行政無線維持管理事業 危機管理課

防災行政無線（固定系）整備事業 危機管理課

災害を含めた緊急事案対策
の指針を明らかにする

迅速で適切な対応が行え
るよう、本市の防災体制を
整える

市民や地域の防災、災害
対応能力を高める

市民に必要となる災害情報等
の伝達を円滑に行えるように
する

①、③
災害対応に必要な施設、物資
を適切に整備する

庁内で迅速かつ的確な情報
連絡が行えるようにする

②
市民や地域における防災、災
害対応活動を活性化する

災害に対する危機管理体
制が整っている


